
 

データマーケティングに基づく商業エリア魅力向上支援事業補助金交付要綱 

  

（趣旨） 

第１条  この要綱は、データマーケティングに基づく商業エリア魅力向上支援事業補助

金（以下「補助金」という。）の交付について、山口県補助金等交付規則（平成１８

年山口県規則第１３８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 一 「商業エリア」とは、県内において小売店、飲食店及びサービス業を営む事業所

が近接して１０店舗以上立地している商業集積地区をいう。 

二 「商店街等組織」とは、次に掲げるものをいう。 

ア 商業エリアを構成する団体であって、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、

事業協同組合において法人格を有するもの。 

イ 法人化されていない商業エリアを構成する任意の団体であって、規約等により

代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの。 

ウ ア又はイに類する団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管

理等を適正に行うことができるもの。 

三 「まちづくり会社」とは、当該地域のまちづくり、商業活性化の担い手として事

業に取り組むことができる会社、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法

人又は事業協同組合であって、定款等により代表者の定めがあり、財産の管理等を

適正に行うことができるものをいう。 

四 「市町」とは、商業エリアが所在する市町をいう。 

五 「データマーケティング」とは、来訪者のさまざまなデータを分析し、意思決定

や企画立案に活用するマーケティング手法をいう。 

六 「データマーケティングに基づく商業エリア魅力向上支援事業」とは、商業エリ

アにおいて、データマーケティングにより企画立案した商業エリアの活性化方策に

より、来訪者のニーズやトレンドを的確に捉えたイベント開催等の来訪・回遊増加

につながる新たな取組を実施する事業をいう。 

 

（目的） 

第３条 この補助金は、県内に拠点を有する商店街等組織又はまちづくり会社（以下

「間接補助事業者」という。）が行うデータマーケティングに基づく商業エリア魅力

向上支援事業を支援する市町（以下「補助事業者」という。）の主体的な取組に対し、

補助金を交付することにより、商業エリアにおける消費行動や人的交流の活性化を図

ることを目的とする。 

 

（交付の対象及び補助率） 

第４条 交付の対象及び補助率は、別表のとおりとする。 

 
 



 

（交付の申請） 

第５条 規則第３条第１項の申請書は、別記第１号様式によらなければならない。 

２ 規則第３条第１項の知事が定める期日は別途定める。 

３ 補助事業者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及
び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相
当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費
税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６
号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た
金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時
において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについて
は、この限りではない。 

 

（事業の着手） 

第６条 補助事業の着手は、交付決定のあった日以後でなければならない。ただし、事

業の性質上又はやむを得ない事由がある場合においてはこの限りでない。 

２ 前項ただし書の場合において、補助事業者は、補助事業の着手前に、規則第３条第
１項の申請書に併せて別記第２号様式により、知事に提出するものとする。 

 

（交付の決定） 

第７条 規則第５条の通知は、別記第３号様式による。 

２ 知事は、交付の決定に当たっては、第５条第３項により補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、

これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

を減額するものとする。 

３ 知事は、第５条第３項のただし書による交付の申請がなされたものについては、補

助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定に

おいて減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

（補助事業の変更等に係る承認の申請） 

第８条  規則第８条第１項の補助事業の内容又は経費の配分の変更に係る申請書は、別

記第４号様式によらなければならない。 

２ 前項の申請の承認には、必要に応じ条件を付し、これを変更することができる。 

３ 規則第８条第１項ただし書の知事が定める軽微な変更は、別表の軽微な変更の欄に

掲げるものとする。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第９条 規則第８条第１項の補助事業の中止又は廃止に係る申請書は、別記第５号様式

によらなければならない。 

 

（補助事業遅延等の報告） 

第１０条 規則第８条第２項の補助事業の遅延等に係る書類の提出は、別記第６号様式

によらなければならない。 

 



 

（実績報告） 

第１１条 規則第１１条の実績報告書は、別記第７号様式によらなければならない。 

２ 前項の実績報告書は、補助事業等が完了した日から２０日を経過した日又は当該年

度の２月２７日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。 

３ 補助事業者は、第１項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額を減額して報告しなければならない。 

 

（補助金の支払い） 

第１２条 補助金は、規則第１２条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に

支払うものとする。ただし、知事が必要と認める場合には、概算払いをすることがで

きる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、精算(概

算)払請求書（別記第８号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１３条  補助事業者は、補助事業等完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助

金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別記第９号

様式により速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（実施効果の報告） 

第１４条 補助事業者は、規則第５条の規定に基づく交付決定を受けた日の属する会計

年度及び当該年度終了後２年間、毎会計年度終了後３０日以内に補助事業等の実施効

果について、別記第１０号様式による事業実施効果報告書により知事に報告しなけれ

ばならない。 

２ 補助事業者は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類を当該報告に係る会計

年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

 

（会計帳簿等の整備等） 

第１５条 補助事業者は、補助金の交付対象となった事業の収支状況を記載した会計帳

簿その他の書類を整備し、補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起

算して５年間保存しておかなければならない。 

 

（財産処分の承認） 

第１６条 規則第１８条第１項の財産処分の承認に係る申請書は、別記第１１号様式に

よらなければならない。 

 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に

定める。 



 

 

  附 則 

この要綱は、令和５年４月２６日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

別表（第４条、第８条関係） 

事業の内容 

補助金の額 

軽微な変更 

補助率 補助上限 

データマーケティングに基づ

く商業エリア魅力向上支援事

業を行う間接補助事業者に対

し、以下の額を上限額とする

補助事業者が交付する補助金 

 

・補助上限額 ２,０００千円 

２分の１ 
１,０００ 

千円 

・補助事業に要する経費の 

２０パーセント以内の減少

となる内容の変更をする場

合。 

 

・補助目的の達成に支障を来

すことなく、かつ、事業能

率の低下をもたらさない事

業計画の細部の変更をする

場合。 

 



別記第１号様式（第５条関係） 

 

                         第     号  

  年  月  日  

 

山口県知事 様 

 

市 町 長  氏  名  

 

データマーケティングに基づく商業エリア魅力向上支援事業補助金交付申請書 

 

 上記補助金の交付について、山口県補助金等交付規則第３条の規定に基づき、下記のとお

り申請します。 

 

 

記 

 

１ 補助事業に要する経費及び補助金交付申請額 

補助事業に要する経費          円 

補助金交付申請額           円 

 

２ 補助事業開始及び完了予定期日 

     年  月  日 ～   年  月  日 

 

３ 添付資料 

（1） 補助事業実施計画書（別紙１） 

（2） 収支予算書（別紙２） 

（3） 商業エリア活性化方策（任意様式） 

 

【連絡担当者】 

部署  電話  

職・氏名  e-mail  

 

（注）本様式は、日本産業規格Ａ４判とすること。  



別記第２号様式（第６条関係） 

 

                         第     号  

  年  月  日  

 

山口県知事 様 

 

市 町 長  氏  名  

 

データマーケティングに基づく商業エリア魅力向上支援事業補助金交付決定前着手届 

 

 上記補助金について、下記のとおり補助金交付決定前に着手したいので、下記誓約条項を

付して提出します。 

 

記 

 

１ 事業内容 

事 業 名  

着 手 予 定 日   年  月  日 

交付決定前着手が 

必 要 な 理 由 
 

 

２ 誓約条項 

（１）補助金の交付決定を受けるまでの期間内に、天災、地変等の事由によって実施した

事業に損失を生じた場合、これらの損失は、実施主体が負担します。 

（２）交付決定がなされない場合又は補助金の交付決定を受けた補助金額が交付申請額に

達しない場合があることを理解しています。 

（３）当該事業については、着手から補助金の交付決定を受ける期間内においては、計画

の重要な変更を行いません。 

【連絡担当者】 

部署  電話  

職・氏名  e-mail  

（注）本様式は、日本産業規格Ａ４判とすること。  



 

別記第３号様式（第７条関係） 

指令   第   号  

 

市 町 長  氏  名  

 

年  月  日付けで申請のあったデータマーケティングに基づく商業エリア魅力

向上支援事業補助金については、山口県補助金等交付規則（平成１８年山口県規則第１３８

号。以下「規則」という。）第４条の規定に基づき、次の条件を付して金      円を

交付します。 

 

    年  月  日 

 

山口県知事     印    

 

１ 補助金の交付対象となる事業及び補助対象経費並びに補助金の額は、  年  月  

日付けで申請のあったデータマーケティングに基づく商業エリア魅力向上支援事業補助

金交付申請書記載のとおりとする。 

 

２ 補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、規則第８条第１

項の規定に基づく補助事業の内容が変更された場合における補助事業に要する経費及び

補助金の額については、別に通知するところによるものとする。 

 

補助事業に要する経費    金          円 

補 助 金 の 額    金          円 

 

３ 補助金に係る消費税及び地方消費税相当額については、データマーケティングに基づく

商業エリア魅力向上支援事業補助金交付要綱の定めるところにより、消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額が明らかになった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額を減額する。 

 

  



別記第４号様式（第８条関係） 

 

 第     号  

  年  月  日  

 

山口県知事 様 

 

市 町 長  氏  名  

 

データマーケティングに基づく商業エリア魅力向上 

支援事業補助金に係る補助事業の変更承認申請書 

 

 

年  月  日付け指令  第  号で交付決定通知があった上記補助事業の内容

を下記のとおり変更したいので、山口県補助金等交付規則第８条第１項の規定により、申請

します。 

 

 

記 

 

１ 補助額の変更 

（1） 既交付決定額   金        円 ・・・ ① 

（2） 変更交付申請額   金        円 ・・・ ② 

（3） 差     額   金        円 （ ② － ① ） 

 

２ 変更理由及び変更内容 

  別紙３のとおり 

 

【連絡担当者】 

部署  電話  

職・氏名  e-mail  

 

（注）本様式は、日本産業規格Ａ４判とすること。  



別記第５号様式（第９条関係） 

 

 第     号  

  年  月  日  

 

山口県知事 様 

 

市 町 長  氏  名  

 

データマーケティングに基づく商業エリア魅力向上支援 

事業補助金に係る補助事業の中止（廃止）承認申請書 

 

  年  月  日付け指令  第  号で交付決定通知があった上記補助事業は、下記

のとおり中止（廃止）したいので、山口県補助金等交付規則第８条第１項の規定により承認

を申請します。 

 

 

記 

 

１  中止（廃止）の理由 

 

 

２  中止の期間又は廃止年月日 

 

 

 

 

 

【連絡担当者】 

部署  電話  

職・氏名  e-mail  

 

（注）本様式は、日本産業規格Ａ４判とすること。  



別記第６号様式（第１０条関係） 

 

 第     号  

  年  月  日  

 

山口県知事 様 

 

市 町 長  氏  名  

 

データマーケティングに基づく商業エリア魅力向上 

支援事業補助金に係る補助事業遅延等報告書 

 

年  月  日付け指令  第  号で交付決定通知があった上記の補助事業につ

いて、下記のとおり遅延等があったので山口県補助金等交付規則第８条第２項の規定に基づ

き、報告します。 

 

                                       記 

 

１ 補助事業の進捗状況 

 

２ 同上に要した経費 

 

３ 遅延等の内容及び原因 

 

４ 遅延等に対する措置 

 

【連絡担当者】 

部署  電話  

職・氏名  e-mail  

 

（注）１ 遅延等の理由を立証する書類を添付すること。 

   ２ 補助事業は、交付決定通知書において補助金の交付の対象となった事業を記入す

ること。 

   ３ 本様式は、日本産業規格Ａ４判とすること。  



別記第７号様式（第１１条関係） 

 

 第     号  

  年  月  日  

 

山口県知事 様 

 

市 町 長  氏  名  

 

データマーケティングに基づく商業エリア魅力向上 

支援事業補助金に係る補助事業の実績報告書 

 

上記補助事業を完了したので、山口県補助金等交付規則第１１条の規定によりその実績を

下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１ 補助金交付決定    年  月  日 指令  第  号 

 

２ 補助金交付決定額  金     円 

 

３ 補助金受領年月日及び金額    年  月  日 金     円 

                     計 

  （補助金所要額－消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額＝補助金額） 

 

４ 精 算 額                   金     円 

 

５ 添付資料 

（1） 補助事業実績報告書（別紙４） 

（2） 収支決算書（別紙５） 

    

【連絡担当者】 

部署  電話  

職・氏名  e-mail  

 

（注）本様式は、日本産業規格Ａ４判とすること。  



別記様式第８号（第１２条関係） 

第     号  

  年  月  日  

山口県知事 様 

 

市 町 長  氏  名  

 

データマーケティングに基づく商業エリア魅力向上支援事業補助金精算（概算）払請求書 

  年  月  日付け指令  第  号で額の確定（交付決定）通知があった上記補助

金について、データマーケティングに基づく商業エリア魅力向上支援事業補助金交付要綱第

１２条の規定に基づき、下記のとおり請求します。 

記 

一金          円也 

（請求額等算定表） 

概 算 払 ・ 精 算 払 の 別  

交 付 決 定 額 円 

確 定 額 円 

概 算 払 受 領 済 額 円 

今 回 請 求 額 円 

残 額 円 

 

（振替先） 

金 融 機 関 名  

預 金 口 座 名  

口 座 番 号  

口 座 名 義 

（ ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ） 

 

 

【連絡担当者】 

部署  電話  

職・氏名  e-mail  

 

（注）本様式は、日本産業規格Ａ４判とすること。  



別記様式第９号（第１３条関係） 

 

第     号  

  年  月  日  

 

山口県知事 様 

 

市 町 長  氏  名  

 

年度消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書 

 

 データマーケティングに基づく商業エリア魅力向上支援事業補助金交付要綱第１３条の

規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１  補助金額（山口県知事が確定通知書により通知した額） 

                                 円 

 

２  補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

                              円 

 

３ 消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額                      

                              円 

 

４  補助金返還相当額（３－２）                            円 

 

【連絡担当者】 

部署  電話  

職・氏名  e-mail  

 

（注）１  別紙として積算の内訳を添付すること。 

２  課税事業者の場合であっても、単純に補助金の 10％相当額が消費税及び 

地方消費税仕入控除による減額等の対象額ではない。 

３  本様式は、日本産業規格Ａ４判とすること。  



別記様式第１０号（第１４条関係） 

 

第     号  

  年  月  日  

 

山口県知事 様 

 

市 町 長  氏  名  

 

    年度データマーケティングに基づく商業エリア 

魅力向上支援事業補助金事業実施効果報告書 

 

 データマーケティングに基づく商業エリア魅力向上支援事業補助金交付要綱第１４条の

規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１  実施した補助事業の事業名 

 

 

２  商業エリアの来訪者数 

（１）測定時期 

 

（２）測定方法（測定手法、測定単位） 

 

（３）来訪者数 

 

【連絡担当者】 

部署  電話  

職・氏名  e-mail  

 

（注）１  データ分析資料を添付すること。 

２  本様式は、日本産業規格Ａ４判とすること。 

 

  



別記第１１号様式（第１６条関係） 

番       号 

年   月   日 

 山口県知事  様 

 

市 町 長  氏  名 

 

データマーケティングに基づく商業エリア魅力向上支援事業補助金財産処分承認申請書 

 

  年  月  日付け指令  第  号で補助金の額の確定通知があった上記補助金に

関する財産の処分の承認を受けたいので、山口県補助金等交付規則第１８条第１項の規定に

より下記のとおり申請します。 

     

記 

１ 処分しようとする財産及びその理由 

財産の名称 仕様 処分の方法 処分の時期 処分の理由 

 

 

    

 

２ 相手方（相手方がある場合） 

①住所 

②氏名 

③使用の目的 

④使用の場所 

⑤使用の条件 

⑥その他特記すべき事項 

 

【連絡担当者】 

部署  電話  

職・氏名  e-mail  

 

（備考）１  処分の方法の欄には、使用、譲渡、交換、貸付又は担保の提供等の別を記載すること。 
２  処分後に自己使用をする場合はその用途を記載すること。 
３  本様式は、日本産業規格Ａ４判とすること。 



別紙１ 

補助事業実施計画書 
 

（注）その他補足資料等があれば添付すること。 

事 業 名  

申 請 者  

実 施 期 間  

実 施 場 所  

事業内容及び 

実 施 方 法 
 

実施スケジュール  

実 施 体 制  

担 当 者 

【所属・職名】 

【氏名】 

【TEL】 



別紙２ 

収支予算書 

事業の経費の配分 

１ 収入の部                              （単位：千円） 

項    目 予  算  額 摘    要 

補   助     金   

自 己 資 金 等   

合             計   

 

２ 支出の部                             （単位：千円） 

 
（注）その他補足資料等があれば添付すること。 
 

経費区分及び積算内訳 
事 業 に 

要する経費 

補 助 対 象 

となる経費 

補助金交付 

申 請 額 

    

合        計    



別紙３ 

変更理由及び変更内容 

 

１ 変更の内容 

 (1) 事業の内容 

変 更 前 変 更 後 変 更 の 理 由 
計 画 変 更 が 補 助 事 業 に              

及 ぼ す 影 響              

    

 

(2) 事業の経費の配分 

① 収入の部                          （単位：千円） 

項    目 
予  算  額 

摘    要 
変更前 変更後 

補   助     金    

自 己 資 金 等    

合             計    

 

② 支出の部                          （単位：千円） 

経費区分及び積算内訳 

事 業 に 

要する経費 

補 助 対 象 

となる経費 

補 助 金 

申 請 額 

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 

       

合        計       

    （注）その他補足資料等があれば添付すること。



別紙４ 

補助事業実績報告書 

 

（注）その他補足資料等があれば添付すること。 

事 業 名  

申 請 者  

実 施 期 間  

実 施 場 所  

事業内容及び 

実 施 方 法 
 

実 施 成 果  

担 当 者 

【所属・職名】 

【氏名】 

【TEL】 



別紙５ 

収支決算書 

事業の経費の配分 

１ 収入の部                              （単位：円） 

項    目 精  算  額 摘    要 

補   助     金   

自 己 資 金 等   

合             計   

 

２ 支出の部                             （単位：円） 

 

（注）その他補足資料等があれば添付すること。 

 

経費区分及び積算内訳 
事 業 に 

要する経費 

補 助 対 象 

となる経費 

補 助 金 

決 算 額 

    

合        計    


